
サービス管理責任者及び児童発達支援管理
責任者の研修制度について

出典：令和６年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修資料 一部改変
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の位置付け
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指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成一八・九・二九厚労令一七一）
指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成一八・九・二九厚労令一七二）
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成二四・二・三厚労令一五）
指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成二四・二・三厚労令一六）
（従業者）

○指定療養介護事業所ごと利用者の数の区分に応じ、サービス管理責任者を配置する。

○児童発達支援管理責任者 一以上

基準省令

サービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等（平成一八・九二九厚労告五四四）

障害児通所施設又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの

（平成二四・三・三〇厚労告二二七／改正：平成三一・三・二九厚労告一〇九・一一〇）

告示

サービス管理責任者研修事業の実施について（平成一八・八・三〇 障発〇八三〇〇〇四）

○サービス管理責任者研修

○児童発達支援管理責任者研修

通知

都道府県等による研修は
標準カリキュラム以上の内容で実施する。

基礎研修修了
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講

＋
基礎研修を受講（15h）

実践研修修了

実践研修を受講
（14.5h）

サービス管理責任者
実務経験要件

児童発達支援管理責任者
実務経験要件

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

更新研修修了
※５年毎に受講

（13ｈ）

ＯＪＴ

一部業務
可能



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者について（平成31年４月１日～）
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○一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実績の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修を基礎研修、実践研修、
更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件を設定。（令和元年度から新体系による研修開始。旧体系研修修了者は令和５年
度末までに更新研修の受講が必要。）

○分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統
一し、共通で実施することとした。（各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完。）

○ 直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修修了時点において、サービス管理責任者等の一部業務を可能とすることとした。

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置に係る要件

【１】実務経験＋【２】研修の修了

【１】実務経験要件

障害児者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における支
援業務（相談支援又は直接支援の業務）
※保有する資格や従事する業務等により要する期間が異なる。

【２】研修修了要件：Ａ）＋Ｂ）

Ａ）基礎研修等修了

①相談支援従事者
初任者研修講義部
分の一(11h)を修了
②基礎研修(15h)を
修了

※【１】を満たす予定
の日の２年前から受
講可

Ｂ）実践研修修了

基礎研修終了後、実
践研修受講開始日
前５年間に２年（一部
半年とできる場合有）
以上の相談支援又
は直接支援業務の
実務経験がある場合
に受講可（★）

ＯＪＴ（★）
一部業務可能

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者

と
し
て
配
置
可

サービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者の
配置の継続に係る要件

更新研修修了（13ｈ）

実践研修修了の翌年度から５年間
に１度毎修了することが必要。

研修受講に係る実務経験要件

以下①もしくは②のいずれか

①過去５年間に２年以上の
サービス管理責任者・児童発
達支援管理責任者・管理者・相
談支援専門員としての実務経
験がある

②現にサービス管理責任者・
児童発達支援管理責任者・管
理者として従事している

専門コース別研修（任意研修）
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サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
年
度

の
翌
年
度
か
ら
５
年
間
の

間
に
１
度
毎
修
了
の
必
要

配置時の取扱いの緩和等について

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

入
職

入
職

＜配置に関する実務経験要件＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

＜受講対象＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
もしくは直接支援業務６年以上

基礎研修修了後2年以上の実務

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修修了後に配置に関する
実務要件を満たした場合を含む。

経過措置について

①旧カリキュラムのサービス管理責任
者等研修を修了済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｈ３１(Ｒ１)年度～Ｒ３年度の基礎研修受講者に限る

サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
研
修

（
旧
体
系
）

修
了

配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修
了日後３年間は、実践研修を修了していなくても、サービス
管理責任者等とみなす。

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
年
度

の
翌
年
度
か
ら
５
年
間
の

間
に
１
度
毎
修
了
の
必
要

 既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合は、２人目
のサービス管理責任者等としては配置可能。

 個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
等
更
新
研
修

※

初
回
の
更
新
研
修
修
了

年
度
の
翌
年
度
か
ら
５
年

間
の
間
に
１
度
毎
修
了
の

必
要

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（Ｒ５年度末まで）は、更新研修修
了前でも引き続きサービス管理責任者等として
業務可能。
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基礎研修（うち相談支援従事者初任者研修講義部分） 時間数

講義

１ 障害者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義

5h

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセ
スに関する講義

3h

３ 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3h

合計 11h

共通講義及び分野別演習（旧） 時間数

講義

サービス管理責任者の役割に関する講義 6h

アセスメントやモニタリングの手法に関する
講義

3h

演習 サービス提供プロセスの管理に関する演習 10h

合計 19h

相談支援従事者初任者研修講義（旧） 時間数

講義

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の概
要並びに相談支援従事者の役割に関する講
義

6.5h

ケアマネジメントの手法に関する講義 2h

地域支援に関する講義 3h

合計 11.5h

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の告示別表

基礎研修（うち研修講義、演習部分）（改正後） 時間数

講義
１ サービス管理責任者 〈児童発達支援管理責任者 〉の基
本姿勢とサービス提供のプロセスに関する講義

7.5h

演習 ２ サービス提供プロセスの管理に関する演習 7.5h

合計 15h

実践研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・演
習

２ サービス提供に関する講義及び演習 6.5h

３ 人材育成の手法に関する講義及び演習 3.5h

４ 他職種及び地域連携に関する講義及び演習 3.5h

合計 14.5h

更新研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・演
習

２ サービス提供の自己検証に関する演習 5h

３ サービスの質の向上と人材育成のためのスーパー
ビジョンに関する講義及び演習

7h

合計 13h

新設

※１ 更新研修は、令和元年度から実施
※２ 令和５年度までは１及び２のみの実施でも可とする※実践研修は令和元年度の２年後より実施

参考
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相談支援専門員の研修制度
について
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出典：令和５年度相談支援従事者指導者養成研修会資料 一部編集
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初任者研修（見直し後） 時間数

講義

障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任
者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義

5.0h

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに
関する講義

3.0h

相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3.0h

講義及
び演習

ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習 31.5h

実習 相談支援の基礎技術に関する実習 －

合計 42.5h

現任研修（見直し後） 時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義 1.5h

相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講
義

3.0h

人材育成の手法に関する講義 1.5h

講義及
び演習

相談支援に関する講義及び演習 18.0h

合計 24.0h

相談支援専門員研修の告示別表

初任者研修（旧） 時間数

講義

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の概
要並びに相談支援従事者の役割に関する講
義

6.5h

ケアマネジメントの手法に関する講義 8.0h

地域支援に関する講義 6.0h

演習 ケアマネジメントプロセスに関する演習 11.0h

合計 31.5h

現任研修（旧） 時間数

講義

障害福祉の動向に関する講義
2.0h

地域生活支援事業に関する講義

相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの
展開に関する講義

2.0h

協議会に関する講義 2.0h

演習 ケアマネジメントに関する演習 12.0h

合計 18.0h

主任相談支援専門員研修 時間数

講義

障害福祉の動向及び主任相談支援専門員の役割と視点に関
する講義

3.0h

運営管理に関する講義 3.0h

講義及
び演習

相談支援従事者の人材育成に関する講義及び演習 13.0h

地域援助技術に関する講義及び演習 11.0h

合計 30.0h

新 設

18
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19

業務の範囲 業 務 内 容 実務経験年数

障
害
者
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

①
相
談
支
援
業
務

平成１８年１０月１日に現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者
相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従事者である者で、平成１８年９月３
０日までに当該相談支援業務に従事した期間

３年以上

施設等において相談支援業務に従事する者

５年以上

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）国家資格等※１を有する者
（４）施設等における相談支援業務に従事した期間が１年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

②
介
護
等

業
務

施設及び医療機関等において介護等業務に従事する者
○障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定
する療養病床、その他これに準じる施設

○障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これに準
じる事業

○病院若しくは診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これに準じる施設

１０年以上

③
有
資
格
者
等

上記②の介護等業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者
（１）社会福祉主事任用資格を有する者
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者
（３）保育士
（４）児童指導員任用資格者

５年以上

上記①の相談支援業務及び上記②の介護等業務に従事する者で、国家資格等※１による業
務に５年以上従事している者

３年以上

※１国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福
祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理
栄養士を含む。）、精神保健福祉士のことを言う。

相談支援専門員の実務経験 参考



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が
未配置となってしまう実例等

注意！以下の例などに該当していませんか？再度確認を！！

実務経験要件を満たしたうえで、令和３年度（2021年

度）に基礎研修（相談支援従事者初任者研修＋サービ
ス管理責任者等研修）を受講し、サビ管として配置され
ていたが、基礎研修修了日後３年以内に実践研修を受
講していない場合

経過措置によるみなしは、
基礎研修修了日後３年ま
でです！

実践研修を修了しなけれ
ば、配置はできません！

令和４年度（2022年度）以降に基礎研修（相談支援従

事者初任者研修＋サービス管理責任者等研修）を受講
した後、２年以上のＯＪＴ後の実践研修を受講しないま
ま、配置しようとしている場合

令和４年度（2022年度）以

降の研修修了は経過措置
の対象外のため、実践研
修まで受講しなければ配
置できません！

平成30年度（2018年度）以前に相談支援従事者初任

者研修＋サービス管理責任者等研修を受講しているが、
更新研修を受講しないまま、令和６年度（2024年度）以
降もサビ管として配置しようとされる場合

経過措置によるみなしは、
令和５年度末までです！
令和５年度（2023年度）ま

でに更新研修を修了してい
なければ、実践研修の受
講が必要です！

例２

例３

例１

20



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の
未配置に係る減算について

21

減算の種類 減算期間 減算の割合

①サビ管（児発
管）欠如減算

欠如したその翌々月から
人員基準欠如が解消され
るに至った月までの間

減算適用１月目から４月目 30％減算
減算適用５月目以降 50％減算

②個別支援計画
未作成減算

計画が作成されずに支援
された月から当該状態が
解消されるに至った月の前
月までの間

減算適用１月目から２月目 30％減算
減算適用３月目以降 50％減算

サビ管・児発管の未配置
以下の①又は②の単位数の大きい方を減算
①サービス（児童発達支援）管理責任者欠如減算
②個別支援計画未作成減算

事業所運営への影響が大きいため、適切に資格等の管理・確認を行ってください！



熊本県の研修（実施予定を含む）

〇サビ管・児発管関係

・サービス管理責任者等基礎研修（講義及び演習）

＊相談支援従事者初任者研修（講義）･･･サービス管理責任者等として従事するためには

相談支援従事者研修のうち講義部分の修了が必要

・サービス管理責任者等実践研修（講義及び演習）

・サービス管理責任者等更新研修（講義及び演習）

・サービス管理責任者等専門コース別研修（講義及び演習）

※令和６年度は「意思決定支援（標準編、応用編）」「障害児支援」「就労支援」を実施

〇相談支援従事者関係

・相談支援従事者初任者研修（講義及び演習）

・相談支援従事者現任研修（講義及び演習）

・相談支援従事者専門コース別研修（講義及び演習）

※令和６年度は「意思決定支援（標準編、応用編）」「障害児支援」「就労支援」を実施

※上記研修は、県が指定した（一財）保健福祉振興財団が行う

※募集については、研修初日の約２ヶ月前から実施予定

※各事業者へは、県ホームページ掲載及びメールにて周知を行う
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〇その他サービス管・児発管及び相談支援従事者関連

・地域リーダー養成研修（講義及び演習）

※障害福祉サービス事業所等による連携体制の構築等、地域づくりのリーダーとなる人材を育成するとともに、

上記研修の演習を活性化し、有意義な研修にするためのグループファシリテーターの養成を図ることを目的とする。



その他県が実施する研修等について
〇研修及び指定研修事業者について
１ 同行援護従業者養成研修
・キャリア教育プラザ株式会社 ・合同会社シャイニング
・特定非営利活動法人地域たすけあいの会 ・社会福祉法人熊本県視覚障がい者福祉協会
・社会福祉法人熊本市社会福祉事業団 ・合同会社熊本介護人材養成センター

・有限会社ホットラインワールド

２ 行動援護従業者養成研修
・キャリア教育プラザ株式会社 ・合同会社シャイニング
・特定非営利活動法人地域たすけあいの会 ・合同会社熊本介護人材養成センター

３ 強度行動障害支援者養成研修
・社会福祉法人菊愛会 ・社会福祉法人三気の会
・有限会社ホットラインワールド

４ 重度訪問介護支援者養成研修
・特定非営利活動法人自立生活センターヒューマンネットワーク熊本 ・株式会社土屋
・合同会社熊本介護人材養成センター ・ユースタイルラボラトリー株式会社

〇障がい福祉従事者研修受講促進事業の実施について
・研修の受講促進を行い、障がい福祉従事者の確保や専門性の向上を図るため、上記研修の一部を対象
とし「障がい福祉従事者研修受講促進事業」を実施。
・障害福祉サービス等に従事する現任職員が、県指定研修事業者が開催する上記研修を受講して
いる期間における代替職員確保のための経費について助成を行う。
・申請書提出期限等については、県ホームページ掲載及び事業者へメールにて周知を行っている。
www.pref.kumamoto.jp/soshiki/39/50657.html
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